
い
う
。)

が
行
政
職
給
料
表
の
二
級
若
し
く
は
五
級
又
は
公
安
職
給
料
表
の
五
級
で
あ
っ
た
職
員

旧

級
及
び
旧
級
の
一
級
下
位
の
職
務
の
級
に
切
替
日
の
前
日
ま
で
引
き
続
き
在
職
し
て
い
た
期
間

二

前
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

旧
級
に
切
替
日
の
前
日
ま
で
引
き
続
き
在
職
し
て
い
た
期
間

第
四
条

改
正
条
例
附
則
第
五
条
適
用
職
員
に
係
る
切
替
日
以
後
の
職
務
の
級
の
一
級
上
位
の
職
務
の
級
へ

の
昇
格

(
切
替
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
改
正
後
の
初
任
給
規
則
第
十
八

条
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。)

に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中

｢

現
に
属
す
る
職
務
の
級
に
お
い
て

一
年
以
上｣

と
あ
る
の
は
、｢

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級

(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢
旧
級｣

と
い
う
。)

が
、
行
政
職
給
料
表
の
二
級
若
し
く
は
五
級
又
は
公
安

職
給
料
表
の
五
級

(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢

特
定
の
職
務
の
級｣

と
い
う
。)

で
あ
つ
た
職
員
に
あ
つ

て
は
、
旧
級
及
び
旧
級
の
一
級
下
位
の
職
務
の
級
並
び
に
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

(

平
成
十
七
年
広
島
県
条
例
第
六
十
四
号)

附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
職
務
の

級

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

新
級｣
と
い
う
。)

に
通
算
一
年
以
上
、
旧
級
が
同
条
例
附
則
別
表
第
一

の
旧
級
欄
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
職
務
の
級
で
特
定
の
職
務
の
級
以
外
の
も
の
で
あ
つ
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、

旧
級
及
び
新
級
に
通
算
一
年
以
上｣

と
す
る
。

(

切
替
日
に
お
け
る
昇
格
又
は
降
格
の
特
例)

第
五
条

切
替
日
に
昇
格
又
は
降
格
し
た
職
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
昇
格
又
は
降
格
が
な
い
も
の
と
し
た
場

合
に
そ
の
者
が
切
替
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
号
給
を
切
替
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
も
の
と
み
な
し
て

改
正
後
の
初
任
給
規
則
第
二
十
一
条
又
は
第
二
十
二
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

(

職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
等
の
切
替
え)

第
六
条

切
替
日
の
前
日
に
お
い
て
改
正
条
例
附
則
第
七
条
第
一
号
に
掲
げ
る
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
職

員
又
は
市
町
立
学
校
職
員
改
正
条
例
附
則
第
五
条
に
規
定
す
る
職
員
の
切
替
日
に
お
け
る
号
給

(

以
下

｢

新
号
給｣

と
い
う
。)

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
号
給
と
す

る
。

一

切
替
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
給
料
月
額

(

以
下

｢

旧
給
料
月
額｣
と
い
う
。)

が
切
替
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級

(

以
下

｢

旧
級｣

と
い
う
。)
に
応
じ

た
附
則
別
表
の
旧
給
料
月
額
欄
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
職
員

旧
級
、
旧
給
料
月
額
及
び
そ
の
者
が
旧
給

料
月
額
を
受
け
て
い
た
期
間

(

人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
期

間
。
以
下

｢

経
過
期
間｣

と
い
う
。)

に
応
じ
て
附
則
別
表
に
定
め
る
号
給

二

旧
級
が
行
政
職
給
料
表
の
一
級
で
あ
る
職
員

人
事
委
員
会
の
定
め
る
号
給

三

前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

新
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給

第
七
条

切
替
日
の
前
日
に
お
い
て
改
正
条
例
附
則
第
七
条
第
二
号
に
掲
げ
る
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
職

員
の
切
替
日
に
お
け
る
給
料
月
額
は
、
当
該
職
員
の
う
ち
九
十
七
万
六
千
円
の
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た

職
員
に
あ
っ
て
は
九
十
一
万
三
千
円
、
百
六
万
五
千
円
の
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
職
員
に
あ
っ
て
は
九

十
九
万
四
千
円
と
す
る
。

第
八
条

切
替
日
の
前
日
に
お
い
て
改
正
条
例
附
則
第
七
条
第
三
号
に
掲
げ
る
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
職

員
の
切
替
日
に
お
け
る
給
料
月
額
は
、
当
該
職
員
の
う
ち
百
四
万
三
千
円
の
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
職

員
に
あ
っ
て
は
九
十
七
万
六
千
円
、
百
六
万
五
千
円
の
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
職
員
に
あ
っ
て
は
九
十

九
万
四
千
円
と
す
る
。

(

改
正
条
例
附
則
第
九
条
第
一
項
等
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員)

第
九
条

改
正
条
例
附
則
第
九
条
第
一
項
又
は
市
町
立
学
校
職
員
改
正
条
例
附
則
第
七
条
第
一
項
の
人
事
委

員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一

切
替
日
以
降
に
初
任
給
基
準
異
動
を
し
た
職
員

二

切
替
日
以
降
に
基
準
級
よ
り
下
位
の
職
務
の
級
に
降
格
を
し
た
職
員

三

切
替
日
前
に
休
職
等
期
間
が
あ
る
職
員
で
あ
っ
て
、
切
替
日
以
降
に
当
該
休
職
等
期
間
を
含
む
期
間

に
係
る
復
職
時
調
整
を
さ
れ
た
も
の

四

切
替
日
以
降
に
再
任
用
職
員
異
動
を
し
た
職
員

五

切
替
日
以
降
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員

(

改
正
条
例
附
則
第
九
条
第
二
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
支
給)

第
十
条

切
替
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
切
替
日
以
降
に
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員

(

当
該
各
号
の
二
以
上
の
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当

す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員

(

人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に
準
じ
る
職
員
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て

｢

特

定
異
動
職
員｣

と
い
う
。)

を
除
く
。)

で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額
が
当
該
各
号
の
区
分
に

応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
は
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
、
改
正

条
例
附
則
第
九
条
第
二
項
又
は
市
町
立
学
校
職
員
改
正
条
例
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と

し
て
支
給
す
る
。

一

給
料
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
又
は
初
任
給
基
準
異
動
を
し
た
場
合

(

第
五
号
に
掲
げ
る
場
合
を

除
く
。)

切
替
日
の
前
日
に
当
該
異
動
が
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合

(

切
替
日
以
降
に
こ
れ
ら
の
異

動
が
二
回
以
上
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
切
替
日
の
前
日
に
そ
れ
ら
の
異
動
が
順
次
あ
っ
た
も
の
と

し
た
場
合)

に
改
正
前
の
初
任
給
規
則
第
二
十
三
条
又
は
第
二
十
四
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
同
日
に
お

い
て
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額

二

基
準
級
よ
り
下
位
の
職
務
の
級
に
降
格
を
し
た
場
合

(

第
五
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。)

切
替

日
の
前
日
に
お
い
て
当
該
降
格
後
の
職
務
の
級

(

当
該
職
務
の
級
が
改
正
条
例
附
則
別
表
第
一
の
新
級

欄
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職
務
の
級
に
対
応
す
る
同
表
の
旧
級
欄

に
掲
げ
る
職
務
の
級

(

同
欄
に
二
の
職
務
の
級
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
う
ち
上
位
の
職
務

の
級))
に
降
格
を
し
た
も
の
と
し
た
場
合

(

切
替
日
以
降
に
基
準
級
よ
り
下
位
の
職
務
の
級
へ
の
降

格
を
二
回
以
上
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
切
替
日
の
前
日
に
そ
れ
ら
の
降
格
を
順
次
し
た
も
の
と
し
た

場
合)

に
、
改
正
前
の
初
任
給
規
則
第
二
十
二
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
同
日
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
と

な
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
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三

切
替
日
前
に
お
け
る
休
職
等
期
間
を
含
む
期
間
に
係
る
復
職
時
調
整
を
さ
れ
た
場
合

(

第
五
号
に
掲

げ
る
場
合
を
除
く
。)

切
替
日
の
前
日
に
復
職
時
調
整
を
さ
れ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
改
正
条
例
第

二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
給
与
条
例
第
六
条
の
二
又
は
改
正
条
例
附
則
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
公
益
法
人
派
遣
条
例
第
六
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
同
日
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料

月
額
に
相
当
す
る
額

四

再
任
用
職
員
異
動
を
し
た
場
合

改
正
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
給
与
条
例
別
表
第
一

か
ら
別
表
第
五
の
給
料
表
又
は
市
町
立
学
校
職
員
改
正
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
市
町
立

学
校
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
八
年
広
島
県
条
例
第

四
十
九
号
。
以
下

｢

市
町
立
学
校
職
員
給
与
等
条
例｣

と
い
う
。)

別
表
の
給
料
表
の
再
任
用
職
員
の

欄
に
掲
げ
る
給
料
月
額
の
う
ち
、
切
替
日
の
前
日
に
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
に
応
じ
た
額

(

当
該
再
任
用
職
員
異
動
後
に
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の

職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
額
に
、
勤
務
時
間
等
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め

ら
れ
た
そ
の
者
の
当
該
再
任
用
異
動
後
に
お
け
る
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で

除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額)

五

人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給
を
決
定
さ
れ
た
場
合

あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
の
承
認
を

得
て
定
め
る
額

２

切
替
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
特
定
異
動
職
員
で
あ
っ
て
、

そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額
が
人
事
委
員
会
の
定
め
る
額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
は
、
そ
の
差

額
に
相
当
す
る
額
を
、
改
正
条
例
附
則
第
九
条
第
二
項
又
は
市
町
立
学
校
職
員
改
正
条
例
附
則
第
七
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

(

改
正
条
例
附
則
第
九
条
第
三
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
支
給)

第
十
一
条

人
事
交
流
等
職
員

(

当
該
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
以
降
に
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
を
除
く
。)

で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額
が
そ
の
者

が
切
替
日
の
前
日
に
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
同
日
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
と
な

る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額

(

人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
額)

に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
は
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
、
改
正
条
例
附
則
第
九
条
第
三
項
又

は
市
町
立
学
校
職
員
改
正
条
例
附
則
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

２

人
事
交
流
等
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
以
降
に
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
に
対
し
て
は
、
そ
の
者
が
切
替
日
の
前
日
に
人
事
交
流
等
職
員

と
な
り
同
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
も
の
と
み
な
し
て
前
条
の
規
定
を
適
用
し
た

な
ら
ば
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
改
正
条
例
附
則
第
九
条
第
二
項
又
は
市
町
立
学
校
職
員
改
正
条
例
附
則

第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
相
当
す
る
額
を
、
改
正
条
例
附
則
第
九
条
第
三
項
又
は
市
町
立
学

校
職
員
改
正
条
例
附
則
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

(

こ
の
規
則
に
よ
り
難
い
場
合
の
措
置)

第
十
二
条

改
正
条
例
附
則
第
九
条
又
は
市
町
立
学
校
職
員
改
正
条
例
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
給
料
の

支
給
に
つ
い
て
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
場
合
に
は
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
著
し
く
失
す
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き
そ
の
他
の
特
別
な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、

別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

一
般
職
員
の
昇
給
の
号
給
数
等)

第
十
三
条

特
定
職
員

(

改
正
後
の
初
任
給
規
則
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
職
員
を
い
う
。)

以
外
の
職
員

(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢

一
般
職
員｣

と
い
う
。)

を
給
与
条
例
第
六
条
第
一
項
又
は
市

町
立
学
校
職
員
給
与
等
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
昇
給

(

改
正
後
の
初
任
給
規
則
第
三
十
条
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
を
除
く
。)

を
さ
せ
る
場
合
の
号
給
数
は
、
当
分
の
間
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
そ
の
者
の
勤
務
成
績
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
号
給
数

(

人
事
委
員
会
の
定
め
る
一
般
職

員
に
あ
っ
て
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
号
給
数)

と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
掲
げ
る
一
般
職
員
に

該
当
す
る
者
の
う
ち
、
任
命
権
者
が
昇
給
さ
せ
る
こ
と
が
相
当
で
な
い
と
認
め
る
一
般
職
員
は
、
昇
給
し

な
い
。

一

勤
務
成
績
が
良
好
で
あ
る
一
般
職
員

四
号
給

(

給
与
条
例
第
六
条
第
三
項
又
は
市
町
立
学
校
職
員

給
与
等
条
例
第
五
条
第
三
項
の
規
定
を
受
け
る
一
般
職
員
に
あ
っ
て
は
、
二
号
給)

二

勤
務
成
績
が
良
好
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
一
般
職
員

三
号
給
以
下

(

給
与
条
例
第
六
条
第
三
項

又
は
市
町
立
学
校
職
員
給
与
等
条
例
第
五
条
第
三
項
の
規
定
を
受
け
る
一
般
職
員
に
あ
っ
て
は
、
一
号

給)

２

人
事
委
員
会
の
定
め
る
事
由
以
外
の
事
由
に
よ
っ
て
昇
給
日

(

改
正
後
の
初
任
給
規
則
第
二
十
五
条
に

規
定
す
る
昇
給
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)

前
一
年
間

(

当
該
期
間
の
中
途
に
お
い
て

新
た
に
職
員
と
な
っ
た
一
般
職
員
に
あ
っ
て
は
、
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
日
か
ら
昇
給
日
の
前
日
ま
で
の

期
間)

の
六
分
の
一
に
相
当
す
る
期
間
の
日
数
以
上
の
日
数
を
勤
務
し
て
い
な
い
一
般
職
員
そ
の
他
人
事

委
員
会
の
定
め
る
一
般
職
員
に
つ
い
て
は
、
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
一
般
職
員
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な

し
て
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

改
正
後
の
初
任
給
規
則
第
二
十
八
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
一
般
職
員
を
昇
給
さ
せ
る
場
合

の
昇
給
の
号
給
数
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
八
条
第
六
項
及
び
第
七
項
中

｢
第
一
項｣

と
あ
る
の
は

｢

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(
平
成
十
八
年
広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号)

附
則
第
十
三
条
第
一
項｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

４

給
与
条
例
第
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
職
手
当
を
支
給
さ
れ
る
一
般
職
員
の
昇
給
に
つ

い
て
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
後
の
初
任
給
規
則
第
二
十
八
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

た
だ
し
、
改
正
後
の
初
任
給
規
則
別
表
第
二
十
三
の
二
Ｃ
の
欄
中

｢

三
号
給｣

と
あ
る
の
は

｢

四
号
給｣

と
す
る
。

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正)
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イ

行
政
職
給
料
表

ロ

公
安
職
給
料
表

ハ

教
育
職
給
料
表
(一)

ニ

教
育
職
給
料
表
(二)

ホ

教
育
職
給
料
表
(三)

ヘ

研
究
職
給
料
表

ト

医
療
職
給
料
表
(二)
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九

級

八

級

七

級

六

級

五

級

四

級

三

級

二

級

一

級

職
務
の
級

一
万
四
千
四
百
円

一
万
二
千
七
百
円

一
万
二
千
百
円

一
万
千
二
百
円

一
万
六
百
円

一
万
二
百
円

九
千
六
百
円

八
千
五
百
円

六
千
五
百
円

調

整

基

本

額

九

級

八

級

七

級

六

級

五

級

四

級

三

級

二

級

一

級

職
務
の
級

一
万
三
千
百
円

一
万
二
千
五
百
円

一
万
二
千
円

一
万
千
六
百
円

一
万
千
二
百
円

一
万
六
百
円

九
千
四
百
円

八
千
七
百
円

七
千
九
百
円

調

整

基

本

額

四

級

三

級

二

級

一

級

職
務
の
級

一
万
五
千
百
円

一
万
二
千
七
百
円

一
万
千
九
百
円

一
万
五
百
円

調

整

基

本

額

四

級

三

級

二

級

一

級

職
務
の
級

一
万
三
千
二
百
円

一
万
二
千
二
百
円

一
万
千
百
円

九
千
円

調

整

基

本

額

四

級

三

級

二

級

一

級

職
務
の
級

一
万
二
千
八
百
円

一
万
千
六
百
円(

給
与
条
例
別
表
第
三
ハ
の
備
考
２
に
定
め
る
職
員
に
あ

つ
て
は
、
一
万
千
八
百
円)

一
万
九
百
円

八
千
四
百
円

調

整

基

本

額

五

級

四

級

三

級

二

級

一

級

職
務
の
級

一
万
四
千
六
百
円

一
万
千
七
百
円

一
万
九
百
円

九
千
三
百
円

八
千
円

調

整

基

本

額

五

級

四

級

三

級

二

級

一

級

職
務
の
級

一
万
五
百
円

九
千
七
百
円

九
千
百
円

八
千
円

六
千
百
円

調

整

基

本

額

(号外)



別
表
第
十
三
行
政
職
給
料
表
の
部
中

｢

十
一
級
及
び
十
級｣
を

｢

九
級
及
び
八
級｣

に
、｢

九
級
及
び

八
級｣

を

｢

七
級
及
び
六
級｣

に
、｢

七
級
及
び
六
級｣

を

｢

五
級
及
び
四
級｣

に
、｢

五
級
の
職
員
及
び

四
級｣

を

｢

三
級｣

に
改
め
、
同
表
公
安
職
給
料
表
の
部
中

｢

十
級｣
を

｢

九
級｣

に
、｢

九
級
及
び
八

級｣

を

｢

八
級
及
び
七
級｣

に
、｢

七
級
及
び
六
級｣

を

｢

六
級
及
び
五
級｣
に
改
め
、｢

五
級
及
び｣

を

削
り
、｢

並
び
に｣

を

｢

及
び｣

に
改
め
、
同
表
教
育
職
給
料
表
(一)
の
部
中

｢
五
級｣

を

｢

四
級｣

に
、

｢

四
級
及
び
三
級｣

を

｢

三
級
及
び
二
級｣

に
、｢

四
級｣

を

｢

三
級｣

に
、｢

二
級｣
を

｢

一
級｣

に
改

め
る
。

(

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
二
条

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
一
年
広
島
県
人
事
委

員
会
規
則
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中

｢

含
む｣

を

｢

含
み
、
警
察
職
員
を
除
く｣

に
、｢

額
に
つ
い
て
は｣

を

｢

勤
務
成
績

に
よ
る
割
合
に
つ
い
て
は｣

に
改
め
、｢

第
二
項
及
び｣

、｢

、
勤
勉
手
当
基
準
日
現
在
に
お
い
て
そ
の
職

員
が
受
け
る
べ
き
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
並
び
に
こ
れ
ら
に
対
す
る
調
整
手
当
の
月
額
の
合
計
額

(

給
与
条
例
第
十
八
条
の
四
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
十
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る
職
員
に

あ
つ
て
は
、
こ
の
額
に
同
項
に
規
定
す
る
加
算
額
を
加
算
し
た
額
。
以
下
同
じ
。)

に
、
勤
勉
手
当
基
準

日
以
前
六
箇
月
以
内
に
お
け
る
職
員
の
勤
務
期
間
に
応
じ
、
給
与
規
則
第
二
十
七
条
第
四
項
に
定
め
る
割

合
を
乗
じ
て
得
た
額
に｣

及
び

｢

を
乗
じ
て
得
た
額
を
下
回
ら
な
い
限
度
に
お
い
て
任
命
権
者
が
定
め
る

額｣

を
削
り
、
同
項
第
一
号
ア
中

｢

百
分
の
九
十
五｣

を

｢

百
分
の
九
十
一
以
上
百
分
の
百
一
未
満
の
範

囲
内
で
任
命
権
者
が
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
割
合｣

に
改
め
、
同
号
イ
中

｢

百
分

の
七
十
五｣

を

｢

百
分
の
七
十
一
以
上
百
分
の
七
十
八
・
五
未
満
の
範
囲
内
で
任
命
権
者
が
あ
ら
か
じ
め

人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
割
合｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
ア
中

｢

百
分
の
五
十｣

を

｢

六
月
に
支

給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
四
十
五
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
五
十｣

に
改

め
、
同
号
イ
中

｢

百
分
の
四
十｣

を

｢

六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
三
十
五
、
十
二
月
に

支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
四
十｣

に
改
め
る
。

附
則
第
三
項
中

｢

第
二
項｣

を

｢

前
項｣

に
、｢｢

下
回
ら
な
い
限
度
に
お
い
て｣

の
部
分
を

｢

超
え
な

い
範
囲
内
で｣｣

を

｢｢

割
合
と
す
る｣

と
あ
る
の
は

｢

割
合
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
命
権
者
が
定
め
る

も
の
と
す
る｣｣

に
、｢

す
る
こ
と
が
で
き
る｣

を

｢

す
る｣

に
改
め
る
。

附
則
第
四
項
を
削
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
人
事
委
員
会
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

給
料
の
切
替
え
に
伴
う
経
過
措
置)

２

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
七
年
広
島
県
条
例
第
六
十
四
号
。

以
下

｢

改
正
条
例｣

と
い
う
。)

附
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
に
関
す
る
こ
の

人
事
委
員
会
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則

(

以
下

｢

改
正
後
の
規
則｣

と

い
う
。)

第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
五
条
第
二
項
、
第
二
十
二
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
七
第
一
項
、

第
二
十
三
条
の
十
四
の
八
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
十
四
の
二
十
六
第
一
項
及
び
第
二
十
三
条
の
十
四
の

三
十
一
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
則
第
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
三
項
、

第
二
十
三
条
の
七
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
十
四
の
八
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
十
四
の
二
十
六
第
一
項

及
び
第
二
十
三
条
の
十
四
の
三
十
一
第
二
項
中

｢

給
料
月
額｣

と
あ
る
の
は

｢

給
料
月
額
と
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
七
年
広
島
県
条
例
第
六
十
四
号)

附
則
第
九
条
の

規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
の
合
計
額｣

と
、
改
正
後
の
規
則
第
十
五
条
第
二
項
中

｢

給
料
月
額
の
百
分
の

二
十
五｣

と
あ
る
の
は

｢

給
料
月
額
と
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成

十
七
年
広
島
県
条
例
第
六
十
四
号)

附
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
の
合
計
額
の
百
分
の
二
十

五｣

と
す
る
。

(

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
経
過
措
置)

３

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
六
年
広
島
県
条
例
第
二
十
二
号
。
以
下

｢

給
与
条
例｣

と
い

う
。)

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
給
料
の
調
整
を
行
う
職
を
占
め
る
職
員

(

次
項
に
お
い
て

｢

給
料
の
調
整

額
適
用
職
員｣

と
い
う
。)
の
う
ち
、
そ
の
者
に
係
る
調
整
基
本
額
が
経
過
措
置
基
準
額
に
達
し
な
い
こ
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七

級

六

級

一
万
二
千
二
百
円

一
万
千
三
百
円

別
表
第
九
の
二
の
二
中

｢

行
政
職
給
料
表
二
級
以
下
の
級

公
安
職
給
料
表
二
級
以
下
の
級

行
政
職
給
料
表
五
級
、
四
級
及
び
三
級

公
安
職
給
料
表
五
級
、
四
級
及
び
三
級

行
政
職
給
料
表
六
級
以
上
の
級

公
安
職
給
料
表
六
級
以
上
の
級

｣

を

｢

行
政
職
給
料
表
一
級

公
安
職
給
料
表
二
級
以
下
の
級

行
政
職
給
料
表
三
級
及
び
二
級

公
安
職
給
料
表
四
級
及
び
三
級

行
政
職
給
料
表
四
級
以
上
の
級

公
安
職
給
料
表
五
級
以
上
の
級

｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
七
号
中

｢
勤
務
を
要
し
な
い
日
の

振
替
え
等
が
行
え
な
か
っ

た
理
由

｣

を

｢
週
休
日
の
振
替
え
等
が

行
え
な
か
っ
た
理
由

｣

に
改
め
る
。

(号外)



と
と
な
る
職
員
に
は
、
改
正
後
の
規
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
調
整
額
の
ほ
か
、
そ
の

差
額
に
相
当
す
る
額
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得

た
額
に
当
該
職
員
に
係
る
調
整
数
を
乗
じ
て
得
た
額

(

給
与
条
例
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務

の
職
を
占
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
に
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
七

年
広
島
県
条
例
第
五
号)

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額)

(

そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額)

を
給
料
の
調
整
額
と
し
て
支
給
す
る
。

一

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
百

二

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
七
十
五

三

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
五
十

四

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
二
十
五

４

前
項
に
規
定
す
る
経
過
措
置
基
準
額
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
額
を
い
う
。

一

こ
の
人
事
委
員
会
規
則
の
施
行
の
日

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

の
前
日
か

ら
引
き
続
き
給
料
の
調
整
額
適
用
職
員

(

第
三
号
に
該
当
す
る
職
員
を
除
く
。)

で
あ
る
職
員

同
日

に
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
て
い
た
調
整
基
本
額

二

施
行
日
以
後
に
新
た
に
給
料
の
調
整
額
適
用
職
員
と
な
っ
た
職
員
(

次
号
に
該
当
す
る
職
員
及
び
施

行
日
以
後
に
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
を
除
く
。)

施
行
日
の
前
日
に

新
た
に
給
料
の
調
整
額
適
用
職
員
に
な
っ
た
と
し
た
場
合
に
改
正
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
給
与
条
例
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
人
事
委
員
会
規
則
等
の
規
定
に
よ
り
同
日
に
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
給
料
表
、
職
務
の
級
及
び
号
給
を
基
礎
と
し
て
こ
の
人
事
委
員
会
規
則
に
よ
る
改
正
前
の

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則

(

次
号
に
お
い
て

｢

改
正
前
の
規
則｣

と
い
う
。)

第
十
五
条
第

二
項
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
調
整
基
本
額

三

施
行
日
以
後
に
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員

(

施
行
日
以
後
に
新
た
に
給
料

表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
を
除
く
。)

施
行
日
の
前
日
に
当
該
場
合
に
該
当
す
る
こ

と
と
な
っ
た
と
し
た
場
合

(

次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
以
後
に
新
た
に
給
料
の

調
整
額
適
用
職
員
と
な
っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日
の
前
日
に
新
た
に
給
料
の
調
整
額
適
用
職
員
と

な
り
、
同
日
に
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
し
た
場
合)

に
同
日
に
そ
の
者
に
適

用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
給
料
表
、
職
務
の
級
及
び
号
給
を
基
礎
と
し
て
改
正
前
の
規
則
第
十
五
条
第
二

項
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
調
整
基
本
額
。
た
だ
し
、

施
行
日
以
後
に
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

平
成
十

八
年
広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号
、
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

｢

改
正
初
任
給
規
則｣

と
い
う
。)

附
則
第
十
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
あ
ら
か

じ
め
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
額

イ

給
料
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
場
合

ロ

改
正
初
任
給
規
則
附
則
第
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員

四

施
行
日
以
後
に
、
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
二
年
広
島
県
人
事

委
員
会
規
則
第
十
号)

第
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
新
た
に
給
料
表
の
適
用

を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員

当
該
職
員
が
施
行
日
の
前
日
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
っ

た
も
の
と
み
な
し
て
前
二
号
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
同
日
に
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

調
整
基
本
額

(

初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

５

初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
三
号
中

｢

調
整
手
当｣

を

｢

地
域
手
当｣

に
改
め
る
。

(

職
員
の
調
整
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

６

職
員
の
調
整
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
四
十
二
年
広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中

｢

調
整
手
当｣

を

｢

地
域
手
当｣

に
改
め
る
。

第
一
条
中

｢

調
整
手
当｣

を

｢

地
域
手
当｣

に
改
め
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中

｢

調
整
手
当｣

を

｢

地
域
手
当｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

調
整
手
当
支
給
地

域
等｣

を

｢

地
域
手
当
支
給
地
域
等｣

に
改
め
る
。

第
六
条
か
ら
第
九
条
ま
で
の
規
定
中

｢

調
整
手
当｣

を

｢

地
域
手
当｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
備
考
二
中

｢

同
法
の
規
定
に
よ
る
調
整
手
当
の
例
に
よ
り
、
職
員
の
調
整
手
当
を
支
給
す
る

も
の
と
す
る｣

を

｢

人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
域
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る｣

に
改
め
る
。

(

職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

７

職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則(

昭
和
四
十
六
年
広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中

｢

調
整
手
当
と
の｣

を

｢

地
域
手
当
と
の｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

調
整
手
当
の｣

を
｢

地
域
手
当
の｣

に
、｢

調
整
手
当
額｣

を

｢

地
域
手
当
額｣

に
改
め
る
。

(
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

８

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
六
十
三
年
広

島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中

｢

調
整
手
当｣

を

｢

地
域
手
当｣

に
改
め
る
。

(

公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

９

公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
四
年
広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
四
条
中

｢

調
整
手
当｣

を

｢

地
域
手
当｣

に
改
め
る
。

市
町
立
学
校
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
実
施
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
七
日

広
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

丸

山

明

広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号

市
町
立
学
校
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
実
施
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

市
町
立
学
校
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
実
施
に
関
す
る
規
則

(

昭

和
三
十
三
年
広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中

｢

調
整
基
本
額｣

を

｢

調
整
基
本
額

(

そ
の
額
が
給
料
月
額
の
百
分
の
四
・
五
を
超
え

る
と
き
は
、
給
料
月
額
の
百
分
の
四
・
五
に
相
当
す
る
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。)｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二

(

第
三
条
関
係)

イ

教
育
職
給
料
表�ロ

教
育
職
給
料
表�別

表
第
八
行
政
職
給
料
表
の
部
中

｢

十
一
級
及
び
十
級｣

を

｢

九
級
及
び
八
級｣

に
、｢

九
級
及
び
八
級｣

を

｢

七
級
及
び
六
級｣

に
、｢

七
級
及
び
六
級｣

を

｢

五
級
及
び
四
級｣

に
、｢

五
級
の
職
員
及
び
四
級｣

を

｢

三
級｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
人
事
委
員
会
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

給
料
の
切
替
え
に
伴
う
経
過
措
置)

２

市
町
立
学
校
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
七
年
広
島
県
条
例
第
六
十
五
号
。
以
下

｢

改
正
条
例｣

と
い
う
。)

附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る

給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
に
関
す
る
こ
の
人
事
委
員
会
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
市
町
立
学
校
職
員
の
給
与
、

勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
実
施
に
関
す
る
規
則

(

以
下

｢

改
正
後
の
規
則｣

と
い

う
。)

第
三
条
第
二
項
、
第
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
則
第
三
条
第
二
項
中

｢

給

料
月
額
の
百
分
の
二
十
五｣

と
あ
る
の
は

｢

給
料
月
額
と
市
町
立
学
校
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他

の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
七
年
広
島
県
条
例
第
六
十
五
号)

附
則

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
の
合
計
額
の
百
分
の
二
十
五｣

と
、
改
正
後
の
規
則
第
九
条
中

｢

給

料
月
額｣

と
あ
る
の
は

｢

給
料
月
額
と
市
町
立
学
校
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
七
年
広
島
県
条
例
第
六
十
五
号)

附
則
第
七
条
の
規
定
に

よ
る
給
料
の
額
と
の
合
計
額｣

と
す
る
。

(

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
経
過
措
置)

３

市
町
立
学
校
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
八
年
広
島
県

条
例
第
四
十
九
号
。
以
下

｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例

(

昭
和
二
十
六
年
広
島
県
条
例
第
二
十
二
号)

第
九
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
給
料
の
調
整
を
行
う
職
を

占
め
る
職
員

(

次
項
に
お
い
て

｢

給
料
の
調
整
額
適
用
職
員｣

と
い
う
。)

の
う
ち
、
そ
の
者
に
係
る
調

整
基
本
額
が
経
過
措
置
基
準
額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
に
は
、
改
正
後
の
規
則
第
三
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
給
料
の
調
整
額
の
ほ
か
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に

応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
当
該
職
員
に
係
る
調
整
数
を
乗
じ
て
得
た
額

(

条
例

第
四
条
の
二
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
に
職
員
の
勤
務
時
間

及
び
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
七
年
広
島
県
条
例
第
五
号)

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら

れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額)

(
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額)

を
給
料
の
調
整
額
と
し

て
支
給
す
る
。

一

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
百

二

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
七
十
五

三

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
五
十

四

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
二
十
五

４

前
項
に
規
定
す
る
経
過
措
置
基
準
額
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
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四

級

三

級

二

級

一

級

職
務
の
級

一
万
二
千
八
百
円

一
万
千
八
百
円

一
万
九
百
円

八
千
四
百
円

調

整

基

本

額

四

級

三

級

二

級

一

級

職
務
の
級

一
万
三
千
二
百
円

一
万
二
千
二
百
円

一
万
千
百
円

九
千
円

調

整

基

本

額

(号外)







附

則

こ
の
人
事
委
員
会
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
七
日

広
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

丸

山

明

広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号

公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
四
年
広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

財
団
法
人
ダ
ム
技
術
セ
ン
タ
ー

附

則

こ
の
人
事
委
員
会
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成18年 3月27日 (月曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 5 3 号

31

(号外)


